
野田市公告第６７号

開発行為の工事の完了

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により、

次の開発行為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。

令和８年３月１７日

野田市長 鈴 木 有

１ 工事を完了した開発区域に含まれる地域の名称

野田市桜台字谷沢下通１４５番１の一部、１４８番の一部、

１４９番の一部、１５０番１、１５０番２の一部、１５０番３の一部、

１５３番１、１５３番２及び１５４番

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

松戸市上本郷３０６２番地

株式会社イオク


